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第1本 準備書面における被告 国の主張の要 旨1

第2推 進本部 は，地震調査委員会による長期評価 の公表 に当た り，理学的な成

熟性 の程度 を踏 まえ，受 け手側 においてその取扱い を十分 に検討す ることを

前提 に してお り， 「長期評価 の見解」 を含む長期評価 の内容が決定論 的に直

ちに規制や防災対策 に取 り込 まれ るべ き との趣 旨で公表 され たものではない
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こ と

は じめに

2

推進本部の組織

3

長期評価の公表経緯及び研究目的等

長期評価に信頼度が付された経緯

4

5

施設の設計等工学分野での活用には別途工学的検討 が必要であること

9

11

6結 論11

第3保 安院が，被告東電の 「長期評価の見解」の取扱いに関 し，決定論ではな

く確率論 において これ を取 り扱 ってい く方針 であるとの報告 を受 けて了承 し

た こ とに正 当性 が あ るこ と 13

第4福 島第一発 電所事故前 の工学的知見か ら合理 的に導 かれ る津波対策が敷地

高 さを上回 ることが想定 され る箇所 に防潮堤 ・防波堤等 を設置す るものであ

ることは，東通発電所 において行 われた現実 の津波対策か らも裏付 け られ て

い る こ と 16



被 告 国 は，被 告 国 の平 成29年8月29日 付 け第18準 備 書 面 （以 下 「被 告 国

第18準 備 書 面」 とい う。） にお いて， 専 門家 の意 見等 を踏 ま えつ つ ，被告 国 の主

張 の重 要部 分 の整 理 を行 っ た ところで あ るが， そ の後 ，被 告 国 の主 張 を裏 付 け る

新 たな証拠 が得 られ るな ど した こ とか ら，更 に従前 の主張 を補充 す る。

なお ，略語 等 は，本 準備 書面 で新 た に用 い るもの のほか は従前 の例 に よる。

第1本 準備書面における被告国の主張の要旨

1被 告 国は，被告国第18準 備書面第4の5（73な い し110ペ ー ジ） に

おいて，予見可能性の争点に関 し， 「長期評価の見解」 を含む長期評価 の位置

づ けや評価について主張 し，「長期評価 の見解」が 「最新 の科学的，技術的知

見 を踏 まえた合理的な予測」によって リス クを示唆す る知見 とは呼べ ない も

のであることを明 らかに した。

また，被告国第18準 備書面第4の5（2） ウ（オ） （107な い し110ペ ー一

ジ）並びに第5の4（2） （155な い し158ペ ージ）では，被告国 （保安院）

及び被告東電 にお ける 「長期評価の見解」の取扱いに関す る事実経過 を指摘

し， これ らが工学的に見 て正当なものであ り，被告国に何 らの作為義務が生

じる余地はなかった ことを主張 した。

さらに，被告 国第18準 備書面第6の2（162な い し170ペ ージ）で

は，結果回避可能性 の争点 に関 し，福 島第一発電所事故前の工学的知見に照

らし，津波対策 として導 かれ る結果回避措置が どの よ うなものであるかにつ

いて主張 した。

2被 告国は，本準備書面において，上記 の各主張に関 し，以下の とお り主張

を補充する。

まず， 「長期評価の見解」 を含む長期評価の位置づ けについては，長期評価

を策定 した地震調査委員会の推進本部にお ける組織上の位置づけを踏 まえた

上で，推進本部及びその下の委員会が福 島第一発電所事故前に公表 してきた
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各種報告書等 を正 しく理解すれ ば，推進本部 自身が，長期評価 の公表 に当た

り，その理学的な成熟性 の程度 を踏まえ，受け手側 においてその取扱 いを十

分 に検討 して判断す ることを前提 に してお り， 「長期評価 の見解」 を含む長期

評価の内容が決定論 的に直 ちに規制や防災対策 に取 り込まれ るべ き との趣 旨

で公表 したものではなかった ことを明 らかにす る （後記第2） 。

また，被告国 （保安院）は， 「長期評価の見解」が公表 された後に具体的な

措置を何 ら講 じず に放置 していたわけで はな く，公表直後の平成14年8月

の時点で，被告東電に対 し直ちに ヒア リングを行ってその取扱いについて説

明を求め，被告東電か ら，専門家の意見 も踏まえて， 「長期評価の見解」 を決

定論ではな く確 率論 において取 り扱 ってい く方針 であるとの報告 を受 け，こ

れ を了承 した。 しか して，上記の よ うな被告東電の対応 は，正 にその知見 の

理学的な成熟性 の程度 を踏 まえた受 け手側 の検討判断 を経 た取扱 いであ り，

被告国が上記の取扱い を了承 した ことに も工学的正 当性 がある とい うべきで

ある （後記第3） 。

さらに，福島第一発電所事故 前の工学的知見に照 らし，津波対策 として導

かれ る結果回避措置が，津波が敷地高 さを上回る ことが想定 され る具体的箇

所 に限定 して防潮堤 ・防波堤等 を設置す ることによって ドライサイ トを維持

す る とい うものであることは，被告東電の東通原子力発電所 （以下 「東通発

電所」 とい う。）において行われた現実の津波対策か らも裏付 けられているこ

とか ら，福島第一発 電所事故前 にお ける東通発電所 の津波対策 について詳述

す る （後記第4） 。

第2推 進本部 は，地震調査委員会 による長期評価の公表 に当た り，理学的な成

熟性の程度を踏まえ，受 け手側 においてその取扱いを十分 に検討することを

前提に してお り，「長期評価の見解」 を含む長期評価の内容が決定論的に直 ち

に規制や防災対策に取 り込 まれ るべ きとの趣 旨で公表 され たものではないこ
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と

1は じめに

被告国は，被告国第18準 備書面第3の5（2） ア （40な い し44ペ ージ）

において，谷 岡教授 ，松澤教授，今村教授な どの理学及び工学の専門家意 見

に基づ き，地震 ・津波 のよ うな 自然 災害 に関す る分野 において， どのよ うな

知見が 「最新 の科学的，技術 的知見を踏 まえた合理 的な予測」 によって リス

クを示唆す る知見 といえるのかについては，地震学 ・津波学の理学分野にお

ける知見 の成熟性の評価や津波工学に基づいた専門技術的判 断が必要 にな る

ことを論 じた。その上で，同第18準 備書面第4の5（1） ウ及びエ （76な い

し79ペ ー ジ） において，同 じく谷岡教授，松澤教授及び今村教授 のほか笠

原名誉教授や津村博 士な ど推進本部において数 々の知見 の公表 に関与 して き

た専門家 らの意見 に基づ き，推進本部 が公表す る長期評価な どの複数 の知見

には，多 くの理学的根拠 を伴 ってい るものか ら，十分 な理学的な根拠 を伴 わ

ない ものまで幅広い見解 が含 まれてお り，後述す る意 味における玉石混渚の

状態であったのであるか ら，一言で 「推進本部 が出 した見解 」 として十把一

絡 げにその科学的知見 としての確立性 に係 る信頼性 を評価できるものではな

く，その中で示 された個々の知見，す なわち，各領域 にお ける将来的な地震

の規模 ・発生確率等に関す る見解が 「最新の科学的，技術的知見 を踏 まえた

合理的な予測」によって リスクを示唆す る知見 と評価 できるかについて個別

具体的な検討 が必要 となることを指摘 した ところである。

そ うであるところ，以下に述べ るとお り，推進本部 の基本 的な組織編成 の

ほか，長期評価 が公表 されてきた経緯やその研究 目的，推進本部及 びその下

の委員会 （特に政策委員会） が公表 してきた各種報告書 の指摘等 を踏 まえれ

ば，推進本部 自身 も，地震調査委員会 による長期評価 の公表に当た り，理 学

的な成熟性の程度 を踏 まえ，その取扱 いを受 け手側 において十分 に検討す る

こ とを前提 に してお り，「長期評価 の見解」を含 む長期評価 の内容が決定論的
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に直ちに規制や防災対策に取 り込 まれ るべ き との趣 旨で公表 していない こと

は，よ り一層明 らかである といえる。

2推 進本部の組織

（1）推進本部の組織は，本部長 （文部科学大 臣） と本部員 （関係府省の事務

次官等）か ら構成 され，その下に関係機 関の職員及び学識経験者か ら構成

され る地震調査委員会 と政策委員会が設置 されてい る。そ して，推進本部

の所掌事務 は，①総合的かつ基本的な施策 の立案，②関係行政機関の予算

等 の事務 の調整 ，③総合的 な調査観測計画 の策 定，④関係行政機関，大学

等 の調査研究結果等の収集，整理，分析及び総合的 な評価，⑤④の評価 に

基づ く広報の5つ である。

（2）その うち長期評価 を作成公表 してきた地震調査委員会が担 うのは法令上

④ のみであって，他の①②③⑤ の所掌は全て政策委員会 が担 うもの とされ

てお り，長期評価等の地震調査研究の成果物の社会 における利用活用 のあ

り方 につ いては，従来か ら 「広報」 を担 う政策委員会において専 ら検討 さ

れてきた。

そ して，政策委員会及びその下 に設 け られた委員会は，成果物の社会で

の利用活用のあ り方について，福島第一発 電所事故前に累次にわた り報告

書 を公表 しているが，それ らにおいて，長期評価で公表 され た内容 に よ り

防災対策機 関や規制機 関における何 らかの意 思決定 を義務付 けるべきで あ

る とか，それ らの機 関による行政上の判断の前提 に置かれなければな らな

いな どといった指摘がな された ことは一度 もない。む しろ，「住民 と防災関

係機 関で は必要 とす る情報が異 な り，受 け手側 のニーズの特性 を踏 まえた

わか りやす い内容 ・表現で情報 を出 してい くことが求 め られ る。」 （丙A第

169号 証2． ③ ，第170号 証2ペ ージ）， 「情報の精度が どの程度か に

よって活用 の仕方が変わる」，「調査研究成果は，公的機 関，個人，企業等，

活用主体に応 じて，活用方法が異なる」（丙A第171号 証3及 び6ペ ー ジ）
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な どといった指摘 に示 され てい るように，長期評価 によ り公表す る情報 が

理学的根拠 を多 く伴 うものか ら乏 しい ものまで広 く含 んでお り，別途受 け

手側 におけるそれぞれのニー ズに応 じた解釈，検討 を経 てその取扱いが決

められてい くべ きものであるとい うことが前提 とされている。

3長 期評価の公表経緯及び研究 目的等

（1）推進本部は，地震 の直前予知 を中核 とす る地震調査研 究に限界 があるこ

とを知 らしめた阪神 ・淡路大震災 （平成7年 ）を契機 に設立 され，設置 当

初 か ら，地震に関す る正確 な情報 ・評価 を国民に提供す るため，地震調査

委員会において将来の長期的な地震発 生可能性 の評価 を行い，公表 してき

たが，他方で，その研 究 目的や方法，成果の活用見通 し等 には曖昧な点 も

あ り，研究開始 当初か ら防災関係者や研究者等 による批判 も受 けていた。

例 えば，地震工学及び リスク論等を専門 とす る亀 田弘行京都大学名誉教

授は，推進本部が長期評価の確率計算手法に関す る報告書 を公表す るに当

たって平成10年 に実施 した意見公募 に際 し，推進本部 の研究 目的が理学

的 に将来 の地震活動度 を探 ることにあるのか，防災のための社会情報 を提

供す ることにあるのか曖昧で，このままでは情報の受 け手に様々な解釈 を

生み，混乱を招 くとの懸念 を示 し，防災 目的な らば受 け手側 のニーズの把

握 は もとよ り，理 学のみな らず工学，社会科学 といった分野横断的な討議

が必須で ある等の意見 を寄せ ていた し （丙A第172号 証47及 び48ペ

ージ）
，本意見公募 に対 してはほかにも推進本部 の研究方針等 に批 判的な

意見 を含 む賛否両論 の意見が多数 寄せ られ ていた （同号証39な い し53

ペ ージ）。 このほかに も，推進本部 の示す調査研 究の方針や活用見通 し等

に対す る異論は，福島第一発電所事故前に累次実施 されていた推進本部に

よる意見公募に も多数寄せ られていた （丙A第173号 証別紙3・8な い

し13ペ ー ジ）。

（2）また，松澤教授 の意見書で述べ られ ているよ うに，推進本部は，国民の
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関心 が専 ら自己に関わる場所における地震 の規模や発生確率に向け られ て

い るか ら， これ と直接結 びつかない地震 の情報 ・評価 を提供す るだけでは

国民のニー ズに応 え られない との批判 を受 け，本邦のいずれかの地点に被

害を もた らし得 る地震 については，全て何 らかの評価 を しなけれ ばな らな

くなった （丙B第23号 証13及 び14ペ ージ）。 そ うした中で，推進本部

は，平成11年4月23日 に，地震防災対策特別措置法7条2項1号 に よ

り策定 した推進本部の活動の指針 となる「地震調査研究の推進 について」（丙

A第174号 証，以下 「総合基本施策」 とい う。）を立案 し，地震 に関する

総合的 な評価の一環 として，活断層や海溝型地震 の評価等長期評価 を実施

し， これ らの調査研究結果 を踏まえて，強震動評価 を行 い，それ らを集大

成 したもの として，全国を概観 した地震動予測地図を作成す ることを当面

推進すべ き地震調査研究の第一に掲 げた上で （丙A第174号 証14ペ ー

ジ），全国地震動予測地図の作成 に向け，平成16年 度 を期限 として，地震

調査委員会 において 日本全 国98の 活断層 と海溝型地震 の長期評価 の検討

・公表を順次行 っていった （丙A第170号 証1ペ ージ）。

しか し，限 られ た時間で過去に記録 のない地震 も含 めて地震 を全 て評価

す ることは不可能 に近い一方，上記 の とお り，本邦 のいずれかの地点 に被

害 をもた らし得 る全 ての地震 の生 じる可能性 を余す こ とな く評価す ること

を余儀な くされたために， 「理学的に否定できない」 とい うレベル以上の考

え方 を全て取 り入れ ていった。そのため，長期評価 の中には，必ず しも信

頼性 の高 くない知 見 も含 まれ ることとなった。外部 か らは，長期評価 は，

成熟性の程度が千差万別，つま り玉石混渚 （「高度の理学的根拠 に裏付 け ら

れた知見」か ら単に 「理学的に否 定できない とい うレベル の知見」までが
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混在 している状態）である と評価 され てお り＊1，推進本部 としても，長期

評価の発表 をもって，直ちに規制や防災対策に取 り込む よ う求 めるもので

もな く，長期評価 の受 け手側 において，その理学的知見の成熟性 の程度 を

踏まえた上で規制や防災対策 に取 り込むか否 かを判断す る材料 としての情

報を提供す るとの考えを有 していた にす ぎない。

（3）長期評価 をこの よ うに位置づ けるこ とについては，長期評価の受 け手側

であ り，かつ 「長期評価の見解」 を防災対策 に取 り入れない と判断 した機

関でもある中央防災会議 日本海溝 ・千島海溝調査会第10回 会合 におけ る

委員 による発言，す なわち 「確率性か ら言います と，玉石混交で，宮城県

＊1例 えば，長期評価の作成 ・公表 と同時期 に，耐震設計審査指針の改訂作業に当たっていた原

子力安全委員会原子力安全基準専門部会耐震指針検討分科会地震 ・地震動 ワーキンググループ

第7回 会合においては，地震学 を専門 とす る大竹政和委員が 「日本全国の地震動の予測 をす る

とい うのは，い ろいろ役立つことがあるし，それな りに意味があるけれ ども，今私 たちが ここ

で審議 していることとあわせ て考えると，場合 によっては非常に困ったことにもな りかねない

とい う危惧 を持 ってお ります。 （中略）例えば，私の地元の宮城県沖地震の次回の再来発生確

率，これなんかはデー タ，過去の履歴 もかな りしっか りと押 さえられている。 （中略） しか し，

間 もなく発表 され るであろう日本海東縁の話になると，これ はそれ とはも う幾つ もけたが違 う

ぐらい怪 しげな話になってい る。そ うい うものを全部合わせて，1個1個 の事象 についてはか

な り確かな ものもあるし，かな り確かではないもの もあって （中略）何か怪 しげな もの，かな

り信頼できるものが入 り交 じっていて， どうにも判定ができない とい う仕掛けになっているわ

けですね。 そ うい うものが提供 された ときに，一体それの信頼度 といいますか， どこまで依拠

していい とい うふ うに判断す るのかとい うのが大変難 しい」 と述べ，玉石混渚の理学的知見が

公表 された場合 に原子力安全規制 の分野で行 う規制判 断に支障 を来すのではないか と懸念を表

明 していた （丙A第175号 証15枚 目）。

7



沖 み たい な繰 り返 しの事例 がた くさんあ る場 合 と，ど うもそ うで は な くて ，

あ る手順 を とる とあ る値 が 出た とい うもの と，全 部 一緒 なん です よね， 推

本 の方 は。 そ れ が防 災 と直 結 す る とい うの は，推 本 自体 が恐 ら く相 当 ち ゅ

うち ょす る とこ ろだ と思 うんです よ。 です か ら，防 災行 政 をや る上 で ，推

本 の結果 を ど う見 るか は ，や っぱ りそれ を評価 しなが ら取 捨選 択 して ，そ

の 中 を酌 み取 りつつ ， も うち ょっ と具体 的 な施 策 を調 査 の 中に組 み込 ん で

い くとい うのが正論 だ と私 は思 うんです ね。 （中略）推 本 の確 率論 とい うの

は ど うも も う1つ 私 個 人 と して は信 遮性 の あ る ものか ら， ない ものか ら，

全 く玉石 混 交 で ， どれ が ど うや ら， も うち ょっ とき ちん としな い と防 災 に

す ぐ取 り入 れ るに はい ささか問題 が あ る」 とい う発 言 に， よ り端 的 に表 れ

てい る （丙A第176号 証40ペ ー ジ）。

また ， 当 の推 進 本 部 に お いて も，そ の活 動 の基 本 的 指針 に 当た る総合 基

本 施 策 （丙A第174号 証 ） が 「可能 な範 囲 内で地 震 防 災対 策 に活 用 」 さ

れ 「てい くこ とが望 まれ る」 （同号 証14ペ ー ジ） と しつつ も， 「地 震動 予

測地 図 は ， そ の作成 当初 にお い て は ，全 国 を大 ま か に概観 した もの とな る

と考 え られ ，そ の活 用 は主 と して 国 民の 地震 防 災意 識 の高揚 の た め に用 い

られ る もの とな ろ う。 ま た ，将 来 的 に地震 動 予 測地 図 が， その 予測 の精 度

を向上 させ ，地域 的 に も細 か な ものが作成 され る こ と とな った場 合 に は，（中

略） 地 震 防 災対 策へ の活用 や ，被 害想 定 と組 み合 わせ て ，事 前 の地 震 防 災

対策 の重 点化 を検 討 す る際 の参 考資 料 とす る こ とも考 え られ る。」 （同号証

15ペ ー ジ） な どと して い るこ と， また成 果 物 の利 用 活 用 の あ り方 を検 討

してい た 政策 委員 会 成 果 を社 会 に活 かす部 会 に よ る平 成17年3月23日

付 け報 告 書 （丙A第177号 証 ）3ペ ー ジ に あ る よ うに，受 け手側 で の検

討 ・検 証 を可能 とす るた めに評価 結 果 のみ な らず そ の前提 と した基礎 デ ー

タや 手 法 を出典 を含 めて公 表 す る こ と と してい る こ とな どか らも，受 け手

側 にお け る検 討 を経 て そ の取 扱 い が判 断 され るべ き もの との前提 に立 って

8



いた ことは明 らかである。

この点については，島崎氏です ら，平成11年7月 に行った講演で，「何

かわか らない数字 を出す よりは，危ないのだ とか， 中くらいに危ないのだ

とか，そ うい うわか りやすい指標 にす るべ きではないか とい うご意見が防

災関係 の方 には強 くあるよ うです。ただ，これ は防災に携わ る方 にご判断

いただきたい面で もあ ります。私 どもではそのための基礎的な資料 を作 っ

た とい う立場で して，実際にそれを どう役 立てていただけるか とい うのは，

もちろん私 どももいろいろ考えてゆきたい と思いますが，防災関係の皆様，

あるいは今 日ここに来 られ てい る皆様が どうい う形で使 われ るかによ りま

す。 （中略） ランク付 けとい うよ うなこ とはむ しろ防災 のほ うで考 えて，

あるいはこれか ら考 えていただきたい。」 （丙A第178号 証22ペ ー ジ）

と述べ るなど，長期評価等の成果物 の取扱いは，理学的な知見の成熟性の

程度を踏 まえた上で別途行 われ る受け手側の検討判断 に委 ね られ るべ きも

の との考えを述べていた ところである。

4長 期評価 に信頼度が付 された経緯

（1）長期評価には，「評価 に用い られたデータは量及 び質において一様でな く，

そのためにそれぞれの評価の結果 について も精粗が あ り，その信頼性 には

差が ある」 ことか ら，公表の途 中段階か ら 「評価 の信頼度」が付 され るこ

とになった （丙A第179号 証1ペ ージ）。

この よ うな信頼度 が付 されているの も，長期評価 に含 まれ る情報の精度

に よって活用の仕方が変 わ り得 ることか ら，規制 当局や事業者等 に対 し，

規制や防災対策 に取 り込む か否 かを決め るた めの判断材料 を与えるためで

ある。か よ うな信頼度 が付 されてい ること自体 ，長期評価が直ちに規制や

防災対策 に取 り込 まれ るべ きこ とを念頭 に置かれ たものでない ことを端的

に示す ものである。

（2）この点，長期評価 の信頼度 については，平成14年8． 月開催 の第21回
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政策委員会 において，防災機 関が長期評価の利用 について検討 を行 う際 に

は，その精粗 に関す る情報が必要である との意見が出たこ とを契機 に検討

が始ま り，平成15年3月 以降 に公表 され る長期評価 か ら信頼度が付 され

るこ ととな り，後 に過去 のものにも遡 って信頼度が付 され るに至った とい

う経緯がある （丙A第125， 第180な い し第182号 証）。

また，信頼度 が付 され るに至 った過程 では，政策委員会の下の 「成果 を

社会 に活かす部会」 においても，「情報の精度が どの程度 かによって活用の

仕方が変 わるので，長期評価 の精度が どの程度 か外部 に分か りやす く示す ．

ため，A，B， … のよ うに評価結果の信頼性を示す指標 を導入すべ きで

ある。」 との指摘があったほか，成果の活用方策に関 して 「発表 された成果

が効果 的に活用 され るためには，精粗 さま ざまな情報 を活用す るに際 し，

どのよ うな注意 が必要かについて検討 の上 ，その広報を併せ て行 ってい く

必要がある。」 との提案がな され，それ らの内容を含む報告書が作成 された

（丙A第183号 証3及 び6ペ ー ジ）上 で，本部会議へ の報告 を経て，ホ

ー ムページ上で も公表 され ている。

この よ うな長期評価 に信頼度 が付 され るに至った経緯か らしても，長期

評価が直ちに規制や防災対策に取 り込まれ るべき ことを念頭 に置かれ たも

のでない ことは明 らかである。

（3）したが って，推進本部が，長期評価 は，その公表 をもって規制や防災対

策へ直ちに取 り入れ られ るべ きものではな く， これ を規制や防災対策 に反

映す るか否かを判断す るには，まず 当該 見解が上記玉石混渚の意味 におけ

る 「玉」 なのか 「石」なのか，す なわ ち理学的な成熟性 の程度 を踏ま え，

受 け手側 においてその取扱い を十分 に検討す ることを前提 に公表 していた

以上，長期評価 の受 け手である国の規制 当局 において も，理学的な成熟性

の程 度を踏ま え，十分に検討 しなければ規制 に取 り入れ るか否 かの判 断す

らできない ことは明 らかである。
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5施 設の設計等工学分野での活用には別途工学的検討が必要であること

上記に加 え，総合基本施策 （丙A第174号 証）において， 「地震調査研究

の成果 は地震防災対策 に直接活用できる場合 もあるが，その成果が工学的な

応用 を経て，は じめて地震防災対策 に結びっ く場合 も多い」（同号証8ペ ージ）

とされてい るのみならず，政策委員会でも，長期評価等の成果物 については，

工学的な応用 を経て初 めて地震防災対策 に結びつ く場合が多いこ とを前提 に

活用方法について検討 されてい ることか らして （丙A第183号 証7ペ ージ，

第177号 証2ペ ー ジ），推進本部 も，長期評価 を規制や防災対策に取 り入れ

るためには，理学的検討 とは別 に工学的検討 が必要 となることを前提 として

い ることは明 らかである。そ うであれ ば，規制 当局において も，規制 に取 り

入れ るか否かを検討す るに当たっては，理学的検討 のみ な らず，工学的検討

を行 うことも当然である。

6結 論

以上 の とお り，推進本部が各種長期評価 を公表す るに至ってきた経緯や 目

的，福 島第一発電所事故前の公表資料等 を踏 まえれ ば，推進本部 自身 も，理

学的な成熟性 の程度 を踏 まえ，受 け手側 において取扱 いを十分 に検討す るこ

とを前提 に各種長期評価 を公表 してお り， 「長期評価 の見解」 を含 む長期評

価の内容が決 定論的に直ちに規制や 防災対策 に取 り込 まれ るべ き との趣 旨で

公表 していないことは，一層明 らかである。

これまで繰 り返 し述べてきた とお り，本訴訟においては，「長期評価の見解」

を含む各種長期評価 について，国家機 関の一部で ある推進本部 が表明 した見

解 であるこ とをもって，その科学的知見 としての確 立の程度に対す る評価 を

誤ってはな らない し，中身の成熟性 の検討な しに規制権 限不行使の前提 とな
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る予見可能性 を基礎づ ける見解 と評価 してはな らない＊2。各領域にお ける将

来的な地震 の規模 ・発生確 率等 に関す る見解 が 「最新 の科学的，技術的知見

を踏まえた合理的な予測」に よって リスクを示唆す る知見 と評価できるかに

ついては個別具体的な検討が必要 となるのである。

「長期評価 の見解 」について， 中身 の成熟性の議論 に立 ち入 らないまま，

推進本部の専門家が議論 した結果 として出された とい うこ とを根拠にその信

頼性 を論 じることは，科学的知見 を評価す る上で，最 も避 けなければな らな

い論法であって，かかる論理 の誤 りは， リスク学 ・安全工学の専門家で もあ

る山口教授がその意見書 （丙B第66号 証）において詳細 に述べている とお

＊2福 島第一発電所事故について判示 した千葉地方裁判所平成25年 （ワ）第515号 等損害賠

償請求事件判決 （www．courts．go．jp／app／files／hanreLjp／264／087264＿hanrei．pdf） では，予

見可能性 の有無 の判断については工学的な判断が入 り込む余地はない としている一方 （121

ページ），予見可能性の程度 に応 じた作為義務への昇華の有無を判断 してお り，当該判断の中

で長期評価の理学的知見 としての精度 ・確度に応 じた工学的検討，判断の余地を認めた上で，

被告国の対応 は著 しく合理性を欠 くものではないと判示 しているな ど （126な い し128ペ

ージ），作為義務 の有無に関する判断局面では，知見の存在のみな らず，その理学的成熟性 を

踏 まえた工学的判断の必要性及びその判断結果の是非 について適正に判断 してお り，実質的に

は，作為義務が生 じる予見可能性 とい う論点において被告国が主張 した判断枠組み と同旨の判

断過程 を辿っているもの と評価 できる。
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りで あ る＊3。

第3保 安院が，被告東電の 「長期評価の見解」の取扱 いに関 し，決定論ではな

く確率論 において これ を取 り扱 ってい く方針 である との報告 を受けて了承 し

た ことに正当性があること

1被 告国は，被告国第18準 備書面第4の5（2） ウ（オ） （107な い し109

ペー ジ） において，原子力規制 の分野にお ける 「長期評価の見解」の取扱い

に関 し，平成21年 の合 同WGで は 「長期評価 の見解」 に基づ く検討 が必要

である旨の意見が専門家 か ら出 されなかった ことや ，平成22年 の保安院の

報告書で も，推進本部 の 「全国地震動予測地図」 は 「新知見関連情報」 と位

置付 けられてお り， 「長期評価の見解」が耐震安全性評価 において直ちに反映

＊3福 島第 一発 電所 事故 にっい て判 示 した福 島地方 裁判 所 平成25年 （ワ）第38号 原 状 回復 等

請 求事 件判 決 （甲A第319号 証。 なお ，裁判 所 ウェブ サイ ト 〔www．courts．go．jp／app／files

／hanrei＿jp／223／087223＿hanrei．pdf〕 にお い て も公 開 され て い る。） の うち， 「長 期 評価 の見

解 」 に 関す る判 断部分 （同号 証89及 び90ペ ー ジ） は， その よ うな誤 った判 断方 法 の典型 で

あ る と言 わ な けれ ばな らな い。 なお ，前橋 地方裁 判 所平 成25年 （ワ）第478号 等損 害賠 償

請 求事 件判 決 （www．courts．go．jp／app／files／hanreLjp／691／086691＿hanrei．pdf） ，京都 地 方裁

判 所 平成25年 （ワ）第3053号 等損 害賠 償 請求 事件 判決 （丙B第68号 証別 紙1） 及 び東

京 地方 裁 判所 平 成25年 （ワ） 第6103号 等 福 島原発 事 故損 害賠 償 請求 事件判 決 （丙B第6

8号 証別 紙2） も長 期評 価 の位 置 づ けに 関す る前 提 が誤 っ てい る こ とに加 え， 「長期 評 価 の 見

解 」 を決 定論 に取 り込 ませ るべ き ことの根拠 と して ロジ ックツ リー ア ンケー トの結 果 を用 い て

お り，決 定論 と確 率論 の 区別 を全 く理解 して い ない な ど，理学 ・工学 分 野 の各 種知 見 につ い て

お よそ 正 しい理解 がで きてい な い （上記 の 点 につ い て は，被 告 国第18準 備 書面 第4の5（2）

ウ（エ）103な い し107ペ ー ジ参 照）。
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す る必要があるな どとは判断 されていなか ったことを指摘 した。

また，被告国第18準 備書面第4の5（2） ウ（エ） （103な い し107ペ ー

ジ）及び第5の4（2） （155な い し158ペ ージ）では，被告東電な どの事

業者や土木学会が，決定論的手法 に基づ いた津波対策 を行 うための津波評価

技術 を策定 した後 も，津波 の不確 か さの存在 を前提 に，更なる安全性向上 の

ため確率論 的津波ハザー ド評価手法 の開発研究 を行 い，その中で科学的知見

の成熟性の程度 に応 じた安全対策 を行 うべ く 「長期評価の見解」 を取 り入れ

てきたことを主張 した。

そ うであるところ，以下に述べ るとお り，被告国 （保安院）は， 「長期評価

の見解」が公表 された直後，被告東電 に対す るヒア リングを行い，被告東電

が， 「長期評価の見解 」の成熟性 に応 じた対応 として，決定論ではな く確率論

において これ を取 り扱 ってい く方針 である との報告 を受 けて これ を了承 した

事実が確認 されてお り，被告国 も被告東電 も 「長期評価 の見解」公表後，速

や かに当該知見を覚知 し，科学的知見の成熟性 の程度 に応 じた対応 を してい

た。

2す なわち，保安院において も，福 島第一発電所 事故前か ら，原子力施設 の

耐震安全性 に係 る新 たな科学的知見の収集 ・評価 をして，重要な知見 につい

ては耐震安全評価 に反映 させ ていた ところ，平成14年7月31日 に 「長期

評価 の見解」 を含 む長期評価 が公表 された ことか ら，保安院 の原子力発 電安

全審査課耐震班 において これ を把握 し，同年8月5日 までの間に 「長期評価

の見解」 によって も福 島第一発電所 の津波 に対す る安全性 が確保 されてい る

か否かや 「長期評価 の見解 」に対す る対応方針及び 「長期評価の見解」の科

学的知見 としての成熟性の程度 につ き被告東電の ヒア リングを行っている （丙

B第67号 証2な い し7ペ ー ジ及び資料①）。

これ に対 し，被告東電は，同月7日 ，津波評価技術及び 「長期評価 の見解」

の双方 の策定に関与す るとともに第一線 の津波地震の研究者である佐竹教授
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に対 し， 「長期評価の見解 」の科学的知見 としての成熟性の程度 について問い

合 わせ るな どし （同号証8，9ペ ージ及び資料③ない し資料⑤），同月22日

には 「長期評価 の見解」 については理学的な成熟性が低い ものであったこ と

か ら，その成熟性 の程度 に応 じた対応 として，今後，被告東電 としては確率

論 に基づ く安全対策の 中で取 り入れてい く方針 である旨報告 したため，保安

院は この よ うな方針 を了解 した ものであ る （同号証9な い し12ペ ージ及び

資料⑥）。

3元 原子力規制庁技術参与である阿部博 士や上記 ヒア リングを担 当 した保安

院原子力発電安全審査課元耐震班長川原修 司氏 （以下 「川原氏」とい う。）が，

「確 率論的安全評価 （PSA） とは，様々な対策 を施 した後 でもなお残って し

ま うリスク （残存 リスク）を定量的に評価す る手法 である。」 （丙B第29号

証22ペ ージ）， 「確 率論的手法は，発生 に関す る知識やデータが不十分であ

ることか ら，佐竹先生 を始め とす る多 くの専門家の間で も評価が分 かれて し

ま うよ うな認識論 的不確定性 の問題 をロジックツ リーの分岐 として表現す る

ことによって安全性評価 に取 り込む ことができるため，正 に，津波地震 に関

す る長期評価 の見解 の よ うに決定論 で取 り込めない よ うな知見を安全評価に

用い るための ものなのです。」 （丙B第67号 証11ペ ージ） とそれぞれ述べ

るほか，被告 国第18準 備 書面第4の5（2） ウ（エ） （103な い し107ペ ー

ジ） において今村教授 ，首藤名誉教授 ，酒井博士及び佐竹教授 の意見書 ない

し証言 （丙B第30， 第45， 第60号 証， 甲A第185， 第188号 証）

に基づいて説 明 した とお り， このよ うな確率論 のロジックツ リーへの取込み

とい うものは， 「長期評価 の見解」の ように理学的根拠が不十分であることか

ら決定論 として安全評価 に取 り込む ことがで きないよ うな知見 を原子力発電

所の安全評価 に取 り込むために行われた ものである。

そ して，かか る取組 が工学的知見 に照 らして正 当性 を有す ることは， リス

ク学，安全工学の専門家である山口教授 が 「直ちに規制の前提 とはで きない
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知見で あっても，確率論 的 リス ク評価 の中に取 り込む ことは可能です。む し

ろ，決定論的手法ではカバーで きない不確 かさの中に重要 なシナ リオが残 っ

ているか もしれない とい う観 点か ら，考 え得 る全 ての不確か さを定量化 した

上で意思決定 に資す る資料 を提供す るのが確 率論的 リスク評価 の本質です。

（中略）決定論 では不確 か さを理 由に直ちに取 り込む ことができない よ うな

知見を含めて確率論で取 り込 も うとす るその判断は，それ 自体は合理的です。

保安院 として も，リスク情報の活用 を積極的に検討 しよ うとしていた中にあっ

て，それ を否定す る理 由はなかったはず です。」 （丙B第66号 証11及 び1

2ペ ー ジ） と述べている ところである。

4以 上 の とお り，被告国 （保安院）は， 「長期評価 の見解」が公表 された直後

の平成14年8月 ，被告東電か らヒア リングを行い，その取扱 いについて説

明を求めるな どし，被告東電が，専門家の意 見 も踏まえて， これ を決定論で

はなく確率論 において取 り扱 ってい く方針である との報告 を受 けて了承す る

な ど，正に理学的な成熟性の程度 を踏まえた受け手側での検討 を経て取 り扱っ

てお り，またかかる対応 は工学的にも正 当性 を有す る判断であった。

第4福 島第一発電所事故前 の工学的知見か ら合理 的に導かれ る津波対策が敷地

高 さを上回 ることが想定 され る箇所に防潮堤 ・防波堤等 を設置す るものであ

ることは，東通発電所 において行われた現実の津波対策か らも裏付け られ て

いること

1被 告 国は，被告国第18準 備書面第6の1（158な い し161ペ ージ）

において，結果回避可能性 の有無を検討す る場合には，福 島第一発電所事故

前 の工学的知見によって導かれ る結果回避措置 によ り，結果回避が可能であっ
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たか といえるか どうかが検討 され なけれ ばな らない ことを指摘 し＊4，同準備

書面第6の2（2） （164な い し170ペ ージ）では，名倉氏や岡本教授，山

口教授 ，今村教授 な ど規制実務家や複数の工学の専門家 の意見及び東海 第二

原子力発電所 での実例 に言及 しつつ，福島第一発電所事故前 の科学的 ・工学

的知見に照 らした場合，敷 地高 さを超 える津波が予見 された場合 に導かれ る

対策 は，防潮堤 ・防波堤等の設置 によって ドライサイ トを維持す るものであっ

た ことについて詳述 した。 その上で，同準備書面第6の3（170な い し1

82ペ ー ジ）では，仮 に 「長期評価 の見解」 による試算津波 について，津波

対策 を施 した としても，試算津波 と本件津波の規模 （継続 時間の違い を前提

とした水量，水圧 のほか浸水域や浸水域 ごとの浸水深，津波の遡上方向等）

が全 く異な ることか ら，本件津波を防 ぐことは不可能であった ことを主張 し

た。

そ うである ところ，福 島第一発電所事故前の工学的知見か ら合理的に導か

れ る津波対策が被告国の主張の とお りの ものであるこ とについては，以下 に

述べ る とお り，福島第一発電所事故の約3か 月前であ る平成22年12月 に

設置許 可を受けた東 通発電所1号 機 において行 われた現実の津波対策 か らも

裏付 け られ る。

2す なわち，被告東 電は，平成18年9月 ，東通発 電所1号 機 の設置許可 申

請 書において，原子炉施設の設計上想定す る津波について，文献調査，数値

シ ミュ レーシ ョン等 の結果 に基づ き，敷地護岸前面 （東側）にお ける想定津

＊4福 島第一発電所事故にっいて判示 した前掲福島地方裁判所判決，前橋地方裁判所判決，京都

地方裁判所判決及び東京地方裁判 所判 決は，いずれ も福 島第一発電所事故前の工学的知見 に

よって導 かれ る結果回避措置が何であるのかについて，当時の工学的知見の到達点を正 しく理

解 してお らず，誤った 「べき論」に基づいた結果回避措置 を後知恵的に認定 している。
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波 の最 高水位 につ いて 取水 口前 面 でT．P． ＋7．6メ ー トル 程 度 で あ る と

し， 原子 炉 建屋 等 の主 要施 設 をT．P． ＋10メ ー トル の敷 地 に設置 す る こ

とか ら津 波 の影 響 を受 け るお それ が な い とす る一 方 で ， これ とは別 に ，以 下

の 図表 の とお り， 三陸 沖 を波源 域 とす る昭 和 三 陸地震 に伴 う津波 （1933

年 ） の痕 跡 高 を説 明で き る断層 モ デ ル を も とに， 同地震 のモ ー メ ン トマ グニ

チ ュー ド （Mw）8．4を 上 回 る慶 長 三 陸地震 （1611年 ） のMw8．6

を設 定 して適 切 な ス ケー リン グ則 を適用 し，敷 地 の南東 方 向か ら襲 来す る津

波 を想 定津 波 と して検討 した 場合 に は，津 波 が敷 地 南 方 か ら遡 上 し， そ の遡

上高 が原 子 炉 建屋 設 置位 置 付 近 でT．P． ＋11．2メ ー トル程 度 （最 大 水

位 上 昇 量T．P． ＋10．46メ ー トル に朔 望 平均 満潮 位 を足 した もの） と

な るこ とを想 定 し， これ に対 して敷 地 南側 境 界付 近 に津波 水位 を上 回 るT．

P． ＋12メ ー トル の高 さの防潮 堤 を設 置 す る こ とに よ り津 波 の影 響 を受 け

な い設 計 とす る と した （丙A第184号 証4ペ ー ジ， 第185号 証8，13

及 び14ペ ー ジ）。
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［図 表 ］ 丙A第185号 証8
，13，14枚 目 より

● 東通発電所における想定と津波対策

津波評価技術を用い，三陸沖を波源域とする昭和
三陸地震（1933）の痕跡高を説明できる断層モデル

に慶長三陸地震（1611）のMw8．6を適用し，南東方向

から襲来する津波を想定津波として検討

敷地南側の最大水位上昇量が朔望平均
■ゆ 満潮位を考慮するとT．P．＋11．2m程 度で

主要建屋敷地高T．P．＋10mを 上 回る

主要建屋敷地高を上回る波高が確認される敷地

南側にのみ高さT．P．＋12mの 防潮堤を設置し，
ドライサイトを維持する津波対策を行う

3こ れ に対 し，保安院は，上記 申請 内容 が耐震設計審査指針 の要求事項 を満

足 してい るかを検討 し，現地調査 のほか，敷地内の津波堆積物 の調査に よ り

少 な くとも津波堆積物 か ら想 定津波 による上記遡上高 を超 える津波が想定 さ

れない ことを確認す るな どした上，津波学や地震学，工学の専門家 らを委員

とす る意見聴取会 （地盤 耐震意見聴取会）での審議＊5を踏 まえ，平成22年

4月 ， 「施設の供用期間中に極 めてまれではあるが発生す る可能性 がある と想

定す る津波 によって，施設 の安全機能が重大 な影 響 を受 け るこ とはない と判

＊5判 断 に当たっては阿部勝征教授や今村教授 を含む第一線 の専門家延 べ56人 が委員 として審

議 に関与 してい る （丙A第186号 証添付2・194及 び195ペ ージ）。
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断 した」 （丙A第186号 証添付2・70な い し72ペ ージ）。

また，経済産業大臣か ら諮問を受けた原子力安全委員会 も，同 じく専門家

を委員 とす る原子炉安全審査会第113部 会及び同部会 内の作業 グループで

の審議 を踏まえて・7「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す る法律

第24条 第1項 第3号 （中略）及び第4号 に規 定す る許可 の基準 の適用 につ

いて， （中略）妥当 と認 め」た （丙A第187号 証1枚 目，別添2・58な い

し60ペ ージ）。

4以 上の とお り，福島第一・発電所事故前の工学的知見か ら合理 的に導 かれ る

津波対策 （結果回避措置） は，敷地高 さを上回 るこ とが想定 され る箇所 に防

潮堤 ・防波堤等 を設 置す ることによって ドライサイ トを維持す る とい うもの

で あったのである。 この実例 の存在 は，福島第一発電所で同様 の津波想定を

す るのであれば，被告 国も被告東電 も，当該遡上が想定 され る箇所 にのみ防

潮 堤 を設置 して ドライサイ トを維持す るための対策 を講 じたであろ うとの被

告国の主張 を裏付 けるものである。

以 上

tL
，
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略称語句使用一覧表

略称 基本用語 使用書面 ペ ー ジ 備考

訴状訂正申立書 平成25年6月10日 付 け訴状訂正 答弁書
申立書

1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審 口頭弁論終結 日後の支払を
求める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福 島第一一発 電所 平成23年3月11日 に被告東電の 答弁書
事故 福島第一発電所において放射性物質 1

が放出される事故 5

国会事故調査報 国会における第三者機 関による調査 答弁書

告書 委員会が発表 した平成24年7月5

日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧ソビエ ト連邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関する法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難等 に係 る損害につい

て） （第 一次 追補） 18



中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府による避難区域等の見
直 し等に係 る損害にっいて） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会 が昭和53年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会が昭和57年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関す る長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6月24日 答弁書

画 に新たな 「原子力の研究，開発及び

利用 に関す る長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書

計画 4日 に新たな 「原子力 の研究，開発

及び利用に関す る長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖から房総沖にかけての地震活 答弁書
動の長期評価について

53

政府事故調査中 政府に設置 された東京電力福島原子 答弁書
間報告書 力発電所における事故調査 ・検証委

員会作成の平成23年12月26日
付け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠償法 （昭和22年10月27 答弁書
日法律第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面
法 の防止に関する法律

5

原災法 原子力災害への対応を規定した原子 第1準 備書面
力災害対策特別措置法

5



省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面
を定める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機については， 第1準 備書面
処分 昭 和41年12． 月1日 ， 同2号 機 に

つ い て は ， 昭 和43年3月29日 ，

同3号 機 については，昭和45年1
月23日 ， 同4号 機 につい ては， 昭

和47年1月11日 にそれぞれ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面
炉立地審査指針 会 によって策定 された原子炉立地審

査指針
19

昭和45年 安全 昭和45年4月18日 に動力炉安全 第1準 備書面
設計審査指針 基準専門部会 によって策定 され同月

23日 に原子力委員会 において も了

承 された 「軽水炉 についての安全設

計に関す る審査指針 について」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針 は，昭 第1準 備書面
設計審査指針 和52年6月 にその全面改訂が行わ

れ，平成2年8月30日 付 け原子 力

安全委員会決定により全面改訂がさ
れ，平成13年3． 月29日 に国 際放

射線防護委員会による1990年 勧

告 を受けて一部改訂がされた

25

平成13年 耐震 平成13年3月29日 に改訂 された 第1準 備書面
設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9． 月19日 ，原子 力安 全 第1準 備書面
設計審査指針 委員会において，決定 された耐震設

計審査指針
30



本件地震 平成23年3月11日 の東北地方太 第1準 備書面
平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面
前の電気事業法

1

ク ロロキ ン最 高 最高裁判所平成7年6月23日 第二 第2準 備書面
裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160

0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁 平成元年11月24日 第二小 第2準 備書面
判決 法廷判決 ・民集43巻10号116

9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決，クロロキン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

ク ロロキン最高 宅建業者最高裁判決及び クロロキン 第2準 備書面
裁判決等 最高裁判決

7

筑豊 じん肺最高 筑豊 じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面
裁判決等 病最高裁判決

7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面
律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方からの削除や製造の承認 第2準 備書面
置 の取消 しの措置以外の規制措置

16

延宝房総沖地震 慶長三陸地震 （1611年 ）及び1 第2準 備書面
677年11． 月 の地 震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置された東京電力福島原子 第2準 備書面
終報告書 力発電所における事故調査 ・検証委

員会作成の平成24年7月23日 付
け 「最終報告書」

51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸 を襲っ 第2準 備書面
た巨大地震によって東北地方に到来
したとされている津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シア のスマ トラ 第2準 備書面
島沖で発生 した地震

57



マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面
員が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表 した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面
‘

63

佐竹ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津波の

数 値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐竹 健

治 ・行 谷佑 一 ・山木滋） と題 す る論

文 77

合同WG 総合資源エネルギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会地震 ・津 波 ，地質 ・地盤合 同 ワー

キンググループ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面

京電力株式会社福島第一原子力発電■

所5号 機耐震安全性に係 る中間報告
の評価 について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全性に係る中間報告の評価につい
て 」

79

原告ら準備書面 原 告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面

（2） 1月7日 付 け準備書 面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面
（10） 月12日 付 け準備 書面 （10）

1



原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面
（13） 月7日 付 け準備 書 面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最高裁判所平成16年4月27日 第 第5準 備書面

裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10
32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最 高裁判 所平 成16年10． 月15日 第5準 備書面
裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1

802ペ ー ジ 40

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第6準 備書面
（11） 月5日 付 け準備書 面 （11）

1

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年5 第6準 備書面

（14） ．月7日 付 け準備書 面 （14）
1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面
針 全設計審査指針

55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面
針 審査指針

55

使用停止等処分 平成24年 改正後の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安のために必要

な措置 79

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年1 第7準 備書面

（18） 0月29日 付 け準備 書面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際 して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面

針 に関する審査指針
12

起因事象 異常や事故の発端 となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面
機能を有する系統

26

原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面

（21） 月12日 付 け準備 書 面 （21）
1

添田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備 書 面 （22）

1



原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面

（23） 月8日 付 け準備 書面 （23）
1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等に 第11準 備書面

関する規則
4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面

則 の位置，構造及び設備 の基準に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照 らした既設 第11準 備書面

ノレー ノレ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の
評価及び確認に当たっての基本的な
考え方並びに評価手法及び確認基準
について 29

伊方原発訴訟最 最高裁判所平成4年10月29日 第 第11準 備書面

高裁判決
一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平 成27） 年7 第12準 備書面

（25） 月15日 付 け準備 書面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10． 月30日 に発 生 した福 第12準 備書面

故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海
水配管からの海水漏洩

1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面

員会 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

設計審査指針 全設計審査指針 （昭和52年6月1
4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8月30
日原子力安全委員会決定）

22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面
ぼすおそれがある津波

29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面

司教授
8

山口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面

教授
11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面

震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1



都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神定論文 昭和55（1980） 年 に発 表 され 第14準 備書面
た深尾良夫 ・神 定健二 「日本海溝の

内壁直下の低周波地震 ゾー ン」 と題
する論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面

震 ・噴火予知研究観測センター長 を
務める同研究科の松澤暢教授 95

阿部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面

9） 文 「遡上高 を用いたMtの 決定一歴

史津波への応 用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面
地震 と同様の地震が三陸沖北部から

房総沖の海溝寄 りの領域内の どこで
も発生す る可能性があるとす る見

解 」
3

本件津波 平成23年3． 月11日 に発 生 した本 第18準 備書面

件地震に伴 う津波
4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・ 第18準 備書面

同研究所災害リスク研究部門津波工
学研究分野今村文彦教授

20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面

震火山研究観測センター長谷岡勇市
郎教授

20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏
21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏
21



酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力 第18準 備書面
リス ク研 究セ ンター研 究 コー デ ィ

ネーター酒井俊朗博士

21

4省 庁報告書 建設省，農水省 ，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定 した 「太平洋沿岸部地震津波
防災計画手法調査報告書」

49

7省 庁手引 建 設省 ，農水省 ，水産 庁，運 輸省 ， 第18準 備書面

国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域防災計画における津波対策
強化の手引き」

49

日本海溝 ・千島 中央防災会議 に設置 された 「日本海 第18準 備書面

海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す
る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会による報 第18準 備書面

海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面

防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響を測るな どの試算
157

試算津波 平成20年 試算による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進について 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面

班長川原修司氏 15

特に断 らない限 り答弁書 とは，平成25年9月5日 付け答弁書 を指す。


